
 

日本応用糖質科学会 東日本支部 若手奨励賞授賞細則 
 

（総則） 

1. 日本応用糖質科学会東日本支部若手奨励賞（以下、「若手奨励賞」という。）

の授賞および若手奨励賞選考委員会の運営については、日本応用糖質科学会

東日本支部（以下、「本支部」という。）若手奨励賞授賞規程およびこの細則

の定めるところによる。 

 

（募集および推薦） 

2. 若手奨励賞の授賞候補者は、本支部 Web サイト等で公表される募集要領に

したがって、推薦書類提出時に本支部役員等である者により推薦されるもの

とする。 

 

（選考および選考委員会） 

3. 日本応用糖質科学会学会誌（和文誌または英文誌）に、第一著者として１報

以上の論文を発表したもの、または日本応用糖質科学会大会、シンポジウム

等にて２回以上の発表を行ったものを授賞対象者とする。 

なお、上記のシンポジウム等とは、日本応用糖質科学会およびその支部が主

催または共催するシンポジウムとする。 

ただし、企業研究者においては上記研究業績を企業内における業績とするこ

ともできる。その際には、所属する部署長（研究所長等）の理由を記した推薦

書（書式自由）を必要とする。 

また、授賞候補者が大学院生の場合には、将来の学会への貢献を期待し評価

する。 
 

4. 受賞者は、若手奨励賞選考委員会において選考され本支部役員会の議をもっ

て決定される。受賞者には、賞状および副賞を贈る。受賞者への副賞は、本支

部役員会において決定する。 

 

5. 若手奨励賞選考委員会は、提出された若手奨励賞候補者推薦書、若手奨励賞

候補者推薦理由書、対象となる業績に基づいて厳正に審査し、受賞者を選考

する。 

 

6. 若手奨励賞選考委員会の選考委員の任期は、1年とする。但し、本支部役員の

在任期間を越えない範囲とし再任は妨げない。 

 

7. 受賞者の選考後、若手奨励賞選考委員会は速やかに受賞者および授賞理由を

本支部役員会に報告する。本支部役員会は選考委員会での選考をもとに、受

賞者を決定し、受賞者に通知後、選考委員名とともに選考年の本支部シンポ

ジウムにて公示する。 

 

8. 受賞者は、原則として選考年の東日本支部シンポジウムで受賞講演を行うも

のとする。受賞講演に係る旅費等は、本支部予算をもってあてる。 

 

（その他） 

9. 本細則は本支部理事会の承認を経て改正する。 



 

 

附則 

この細則は、平成28年1月1日から施行する。 

第3項の変更は、平成28年7月22日から変更実施する。 

第3項の変更は、平成29年9月5日から変更実施する。 

本支部規約の改定に伴う変更は、平成30年7月27日から実施変更する。 


